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はじめに

ここ数年来,就学前の乳幼児に対応する各種保

育施設のおかれている状況はまことにきびしい｡

県下においても,各種の施設中の大多数をしめる

保育所は, とくに次のような事態のただ中におか

れており,新聞紙上にも｢大揺れ｣｢曲り角｣など

と書かれ,取 り沙汰されている(1)｡

出生率の低下,入所児童数の減少等により顕在

化した ｢定員割れ｣問題は,55年以降,大幅な定

員削城,施設の統廃合を推進してきたが,解消の

めどが立たず ｢幼稚園や保育所が入 り乱れて子供

の争奪戦｣の現象や ｢空き部屋｣が増え ｢保母過

剰｣となり ｢職場転換｣や ｢新規採用ゼロ｣など

の深刻な問題を引きおこしている｡また,この間

における国や地方自治体の財政難を契機とした行

財政 ｢改革｣のなかで,財政負担の大きい保育関

係経費は削減,`̀見直し"の格好の対象にされてい

る｡県下の自治体の一部においても ｢行革｣答申

のうちに公営保育所の民間委託化,保育料の引上

げ等の｢安上 り｣方策が掲げられている(2)｡しかし,

その結果として,民間施設の経営危機や入所利用

の抑制,"保育所離れ"がすすみ,何よりも保育を

要する子どもや家庭の上にしわよせられるという

事態を招いてゆくのである｡

一方,県民一般の就学前教育 ･保育に対する関

心は大きい｡とりわけ子育て期の勤労者世帯にお

いてほ,就労形態や家族構成の変化等から家庭 ･

地域の育児をめぐる環境条件が悪化するなかで,

保育時間の延長や未満児保育の充実など,保育施

設 ･保育行政への要望 ･期待は高まりこそすれ,

低まることはないように思われる｡

したがって今日,保育行政を直接的に担ってい

る地方自治体の保育政策のあ り方が問われてお

り,論議も活発化している｡そのようななかで筆

者らは長野県地方自治研究センター (理事長 ･藤

巻幸造)から委嘱され,県下の全市町村の保育行

財政に関する実態調査を行なう機会を持つことが

できた(3)｡この調査の結果をもとに,県下の保育行

財政自書をまとめつつあるが,本稿ではそのうち

の57年度時点における県下の各種保育施設の概況

を,以下の各項目において今回の調査で把握しえ

た範囲内で報告しておきたい(4)0

この調査報告は,膨大にわたる本調査の一部分

であり,県庁および122市町村の行政当局より提供

された業務統計等の資料を中心にしてまとめたも

のである｡所管等の異なる各種施設の状況を一列

に並べてまとめるには,関係資料 ･情報の一斉的

な集収が欠かせないのであるが,一部においてそ

の便宜提供を受けられず,また行政の直接的な所

管の外におかれている施設もあった｡そのうえ調

査者側の不手際も重なり,全体的な整合性に欠け

る箇所が一部みられるのであるが,中心的な施設

の保育所 ･幼稚園にかんしては既存の統計資料の

大部分が手許に集まり,幼 ･保の総合的な分析を

可能にしてくれた｡

この調査報告により,県下の各種保育施設の57

年時点における普及状況,項目別の特徴を把握で

きると思われ,それはまた上述の今日的な問題状

態を掘 り下げ,行政課題を提起してゆくうえで欠

かせない基礎的 ･前提的な作業であろうと考える

ものである｡

注)

(1)最近の県下の保育をめぐる問題状態について

F信濃毎日新聞』(59年6月4日朝刊)が松本市を

例にあげ,かなりのスべ-スをさいてレポートし

ている｡本文中の ｢ ｣内はこの紙面からの引用
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である｡

(2) 保育所の民間委託等をもり込んだ答申例として

は,長野市 (57年 6月)をはじめ,東部町 (57年

11月)更埴市 (57年12月)小諸市 (58年 4月)な

どがあげられる｡

(3)本調査の概要

調査対象- 県下122市町村の行政当局および補

完的に県の関係行政当局,私立保育施設,民間

無認可施設の経営者

調査方法 ①調査票への記入依頼,②資料 (予

算,決算書,例規,業務統計など)の提供依頼,

③訪問面接 ･電話によるヒアリング

調査票- ｢保育行財政に関する実態調査｣(57年

10月)｢保育事業関係決算調書｣(58年6月)｢幼

稚園関係経費および担当課係に関する調査｣(58

年 9月)

調査票の回収状況- いずれも100%回収

調査の時期- 昭和57年 9月-58年12月

本調査研究の担当者一一筆者および本学助教授 ･

寺脇隆夫

(4)57年現在の資料 ･数値が見当らない (不明 ･未

公表)場合,一部で56年度数値を使用している｡

保育施設の種類 と設置数

昭和57年度現在,長野県下において就学前の乳

幼児の保育 (教育)をおこなっている施設の種類

は,(表 1)でみ られるように合計12種類を数えて

いる｡代表的な保育所 (児童福祉法24条により安

保育児を入所させ,保育する施設) と幼稚園 (学

校教育法77条にもとづき就学前幼児を保育する施

読)の他に,8種頬の施設が存在する. この8種

類は法定外の無認可施設であるが,保育行政の現

状からして,その手の及ばない,あるいはその枠

外におかれている多様な保育要望を背景にして設

置 ･運営されている｡ これらの無認可施設を設置

主体の別に大きく分けると,表示のような｢公設｣

と ｢民間｣に分けられる｡

｢公設無認可施設｣の区分には ｢へ き地保育所｣

｢季節保育所｣｢児童館保育｣の三種類が入る｡ こ

れらの設置主体はいずれも市町村,法定の認可保

育所の不足 ･設置困難の事態に対応する無認可施

設で,市町村により法24条の但 し書き規定にもと

づ く施設 として運用されている(5)｡

へき地保育所は,交通不便,人口希薄な山間部

く表 1〉 保育施設の種類別設置数 ･構成比

57年度 (後輪の付表1より作成)

施設数 (比率 ) 区分内構成比

総 数. 957カW(100)% %

認 可 保 育 所 677 く 70.7) 100

公 営 保 育所 570 ( 59.6) 84.2

私営 保 育所 .107 (.ll.2) ⊥5.8

公 設無 認 可施 設 59 ( 6.2) 100

へき地保育所 42 ( 4.4) 71.2

季 節 保 育所 2 ( 0.2) 3.4

児童 館 保 育 15 ( 1.6) 25.4

民 間無 認 可施 設 98 ( 10.2) 100

共 同 保 育所 35 ( 3.7) 35.7

企業内保育所 21 ( 2,2) 21.4

病院内保育所 14 ( 1.5) 14,3

ベ ビー ホテル 6 ( 0.6) 6.1

家 庭 保 育室 22 ( 2.3) 22.5

認 可 幼 経 国 123 ( 12.8) 100

公 立 幼 椎 園1) 15 ( 1.6) 12.2

私 立 幼 推 図2) 108 ( ll.3) 87.8

注)1)国立と県立の各1カ所を含む

2)休園中の1カ所を含む

等における法定の保育所の設置困難に対 して,36

年 4月厚生省が特別保育対策 として出した設置補

助要綱にもとづ く施設である｡市町村設置,公民

館 ･学校 ･寺院等の既存の建物を利用,保母 2人

配置等を要件にして国 ･県が予算枠内で人件費等

の補助をしている｡

季節保育所は,農繁期等の地場産業の繁忙期に

おいて,保護者の労働のために保育に欠ける乳幼

児を対象に,公民館や学校内空教室等を利用して

一時的,短期間の保育をおこな う｡戦前から戦後

にかけて県下各地でも広 く普及 した施設で,28年

度以降,僅少額の国庫助成がある｡

児童館保育の ｢児童館｣ とは,地域の一般児童

に遊びを与えて健全育成をはかることを日ざした

法定の児童福祉施設で,不特定の児童の任意利用

となる点で保育所等の児童福祉施設 とは異なる特

徴を持っている｡39年度 より国庫補助が始まり,

各地に設置 ･普及 してゆ くが,保育所不足下に,

一部の市町村では児童館を保育所の代替施設 とし

て利用,特定の乳幼児の保育をおこなっている(6)｡

ここではそれを公設無認可施設の-種類 として位
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置づけ,とり扱 う｡

｢民間無認可施設｣の設置主体は,当然,株式会

社や個人,その他の法人が大部分であるが,なか

には例外的に国 ･公立病院等に付設されている保

育施設が含まれている｡

｢共同保育所｣は,産休あけ乳児保育や長時間保

育等,認可保育所では受入れ困難な保育要望にも

とづき,応急的に開設されている認可外の施設で

ある｡利用者個人 (父母)の集合体が設置主体と

なり,自主運営をしている｡が,大部分は経営難

であ り,公費助成の拡充,認可施設化を目ざして

いる｡関係市町村の一部では,入所中の乳幼児が

｢保育に欠ける｣の要件を備えている点から経費助

成をしてお り,県も43年運営費等の補助を開始｡

認可施設への移行も一部で実現している｡

｢企業内保育所｣と ｢病院内保育所｣は,｢職場

保育所｣とも呼ばれているように,その事業所の

労務対策上の必要にもとづき,職場に設置,運営

されている｡設置主体は,事業経営者つまり株式

会社,各種の法人または個人経営老であるが,な

かには利用者集団や労働組合が設置 ･運営主体と

なる場合もある｡｢病院内保育所｣に対 しては,そ

の公共性に照 して国庫補助制度がある｡｢企業内保

育所｣に対 しても,53年以降,国が ｢児童手当特

別会計｣を財源として助成を始めた｡

｢ベビーホテル｣は人口密集地等における夜間保

育等,保育行政の枠外におかれた多様な保育要望

に対して,私的･企業的に開設,経営されている｡

公費補助の対象外であるが,児童福祉法の一部改

正 (56年)により,これ-の立入調査権や改善指

導等がもり込まれた｡

｢家庭保育室｣は,認可保育所の限界,とくに乳

児保育体制の不備を補 う形で登場,｢家庭保育福祉

員｣(通称保育ママ)として認定された個人の家庭

で,｢保育に欠ける｣乳幼児若干名を保護者から受

託して保育にあたる｡当該自治体からは,24粂但

し書に該当する施設として助成金が出ている｡

これら各種施設の57年度現在の設置数及び構成

比を (表 1〉でみてゆこう｡

まず,合計957カ所を四大区分別にみると,｢認

可保育所｣は677カ所で全体の7割をしめてお り,

｢幼稚園｣の123カ所,12.8%に比べて5倍以上で

ある｡｢公設無認可施設｣は59カ所 (6.2%),｢民

問無認可施設｣は98カ所 (10.2%),両者を合わせ

ると157カ所,16.4%であり｢幼稚園｣を上まわる

数字となる｡

つぎに各区分内の種類別設置数と構成比をみて

ゆくと,｢保育所｣と｢幼稚園｣では経営主体の別,

つまり公私別の数字が出ている｡

｢保育所｣のうち,｢公営｣が570カ所,｢私営｣

は107カ所で ｢公営｣の五分の-弱と少ない.その

公私割合をみると ｢公営｣が84.2%をしめ,圧倒

的な比重である｡この数字が ｢公営化率｣であ り,

長野県のそれは全国的にみても最上位である(7)0

｢幼稚園｣は反対に ｢私立｣中心であ り,108カ

所,87.8%をしめている｡｢公立｣が15カ所で ｢私

立｣の7分の1,｢公立化率｣は12.2%,全国的に

みても最下位のグループに属している(8)0

｢公設無認可施設｣59カ所の内訳は,｢へき地保

育所｣が42カ所,71.2%をしめている｡｢児童館保

育｣は,122市町村対象の本調査の結果,県下に15

カ所みとめられた｡｢季節保育所｣は県下に僅か2

カ所,消え入るばかりの存在である｡

｢民間無認可施設｣の種類別の各欄に掲示した数

字は,長野県社会部が57年 8-9月に実施した無

認可保育施設一斉調査の結果によるものであ

る(9)｡合計98カ所のうち,｢共同保育所｣が最多の

35カ所である｡｢企業内保育所｣は21カ所,｢病院

内保育所｣は14カ所,合計35カ所が職場内に設置

された施設である｡

また,昨今,世間を騒がせている ｢ベビーホテ

ル｣も県内に6カ所存在している｡

｢家庭保育室｣は,もっとも零細小規模 (1カ所

保育者 1人当り2-3人)であるが,自治体へ登

録されるので,その数は把握されやす く,合計22

カ所を数えている｡

つぎに く表2)より,市部 ･町部 ･村部の別に

各種施設の設置状況をみてゆこう｡

まず,合計957カ所の市･町･村部別設置割合と普

及の特徴を概観 してお くと,市部に全体の六割

(585カ所,61.1%)が集まり,町部(227カ所,23.7

%)と村部 (145カ所,15.2%)を合わせた郡部に

は4割である｡そして市部には,公私別の各種,

全種類の施設が顔をそろえているのであるが,町

部ではこの多様化傾向が弱まり,村部へゆけば市

部とは対照的に少種類,公営 ･公設の施設がほと
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(表2〉 各種施設の市部 ･町部 ･村部別設置状況

57年度 ぐ後掲の付表1より作成 )

県 . 計 市 部 町 部 村 部

施設数 l 比 率 施設数 l 比 率 施設数 l 比 率 施設数 l比 率

絵 救 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %957 100 585 61ー1 227 23.7 145 15,2

認 可 保 育 所 677 100 387 57.2 174 25.7 116 17.1

公 営 保 育 所 570 100 294 51.6 162 28.4 114 20.0

私 営 保 育 所 107 100 93 86.9 12 11.2 2 1.9

公 設 無 認 可 施 設 59 100 19 32.2 14 23.7 26 44.1

へ き地保育所 42 100 10 23ー8 12 28.6 20 47.6

季 節 保 育 所 2 100 2 100

児 童 館 保 育 15 100 7 46.7 2 13.3 6 40.0

民 間 無 認 可 施 設 -98 100 81 82.7 16 16.3 l l.0

共 同 保 育 所 35 100 24 68.6 10 28.6 1 2.8

企業内保育所 21 100 18 85.7 3 14.3

病院内保育所 14 100 11 78.6 3 21.4

ベ ビーホテル 6 100 6 100

家 庭 保 育 室 22 100 22 100

認 可 劫 経 国 123 100 98 79.7 23 18.7 2■ 1.6

公 立 幼 推 園 15 100 6 40.0 7 46.7 ■2 13.3

く表 3〉各種施設の所在状況 (所在市 ･町 ･村数 とその割合)

57年度 (段掲の付表1より作成 )

合 計 市 部 町 部 村 部

市町村数 l 割 ■合 市 数 l割 合 町 数 l害11 合 村 数 l 割 合

& & 市町村~ % 市 % 町 % fJ %122 100 17 100 38 100 67 100

認 可 保 育 所 116 95.1 17 100 38 100 61 91.0

公 営 保 育 所 116 95.1 17 100 38 100 61 91.0

私 営 保 育 伊r 26 ?1.3 14 82.0 10 26.3 2 3,0

公 設 無 認 可 施 設 32 26.2 6 35.3 10 26.3 16 23.9

- き地保育所 28 33.0 5 29.4 8 21.1 15 22.4

季 節 保 育 所 2 1.6 2 11.8

児 童 館 保 育 9 7.4 2 11.8 2 5.3 5 7.5

民 間 無 認 可 施 設 25 20.5 14 82.4 10 26.3 l l.5

共 同 保 育 所 22 18.0 13 76.5 8 21.1 l l.5

企業内保育所 11 9.0 8 47.1 3 7.9

病院内保育所 11 9.0 8 47.1 3 7.9

ベ ビー ホテル 2 1.6 2 11.8

認 可 幼 推 園 36 29.5 17 100 18 47.4 l l.5

公 立 幼 経 国 10 8.2 3 17.6 6 15.8 l l.5
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んどで民営施設は皆無に近い状態となる｡

ところで,各種の施設は県下の17市 ･38町 ･67

村のうち, どれだけの市町村に設置され普及して

いるのか｡〈表3)でその所在状況をみてゆくと,

認可保育所は122市町村中の116,つまり17市と38

町の全部および67村中の61村に既設置,6村には

未設置となっている｡このうちの5村 (小川村,

中条村,平谷村,浪合村,清内路村)では ｢公設

無認可｣区分の ｢へき地保育所｣を設置,また小

川村,中条村では ｢児童館保育｣を併用,認可保

育所の役割を代替,補完させている｡いまひとつ

の山口村には例外的に ｢公立幼稚園｣が2カ所設

置されてお り,｢公設無認可｣系の施設はない｡

｢保育所｣の公私別の普及状態をみておくと,圧

倒的多数の ｢公営保｣は保育所設置の全市町村に

設置されている｡少数派の ｢私営保｣は経営採算

上の制約から人口密集地に設置されやす く,市部

に全体の9割近 くが集中,町部に残 りの1割,村

部には僅か 2相 (高山村,南牧村)に各 1カ所で

ある｡なお,市部においても ｢私営保｣の未設置

市が3市 (大町 ･茅野 ･塩尻)あ り,その一方,

長野市内には市部私営全体の半数近く (40カ所)

が所在するという偏在ぶ りである｡

私立多数の ｢幼稚園｣も17市に全体の8割が集

まり,その うちの3分の 1が長野市内に設置され

ている｡一方の未設置の町村数は86を数え,市町

村全体の7割にあたる｡このように市部偏在の｢私

立幼｣に比べて,少数派の ｢公立幼｣は3市 6町

1村に所在,町部中心の普及がみてとれよう｡

｢公設無認可施設｣は,代表的な｢へき地保育所｣

が設置条件からして山間部の小集落 となりやす

く,村部に最多 (26カ所,44.1%)である｡これ

につづき市部で19カ所を数え,町部を上まわる点

は,県下の市域内には ｢合併｣などの影響で山間

へき地がかなりの程度包含されていること,及び

保育所不足下の代替施設 ｢児童館保育｣の7カ所

がなお活用されているためである｡

｢民間無認可施設｣は全体の8割以上が市部に集

まり ｢私営保｣｢私立幼｣なみの偏在ぶりである｡

市部中心の多様な保育要望に対して認可保育所の

対応不充分のためであろう｡

なお,県下各市町村における施設の種類別設置

数については,後掲の付表 1を参照されたい｡

荏)

(5)児童福祉法24条では市町村長に安保育児童の保

育所入所措置を義務づけており,保育所が無い等

の場合には ｢その他の適切な保護を加えなければ

ならない｣と但し書で規定している｡

(6)厚生省 ｢児童館設置運営要綱｣(53年6月第117

号)では市町村が児童館を法24粂但し書に基づく

措置のために使用することを是認している｡

(7)1982年10月1日現在,保育所の都道府県別公営

化率は全国平均59.6%,長野県は83.6%である｡

厚生省 F社会福祉施設調査報告｣より算出｡

(8)1982年5月1日現在,幼稚園の国 ･公立化率は

全国平均41.2%,長野県は12.2%である｡文部省

F学校基本統計』より算出｡

(9) 長野県社会部｢無認可保育施設調査結果の概要｣

(57年8-9月実施)｡なおこの調査の対象内に児

童館保育の11カ所が入り,本調査 (57年10月,全

市町村回答)の15カ所と一致しないが,差引4カ

所は県調査の対象外 (調査洩れ)となっているか

らであろう｡

定員の状況

昭和57年度現在の各種施設における定員数の状

況を (表 4)でみると,｢保育所｣｢幼稚園｣を除

き,公 ･私の無認可施設のほとんどでは定員数を

計上できず空欄となっているのであるが,それは

以下のような事情による｡

表中に定員数掲示の ｢保育所｣｢幼稚園｣では設

置 ･認可の基準として定員設定が義務づけられ,

運営 ･財政上の重要な基礎をなしている｡が,こ

の点 ｢へき地保育所｣の場合は名目的な規定にと

どまり,運営 ･財政上の関連も強 くないため,定

員不明,未設定状態のものが少なくない (後掲の

付表 2参照)｡にもかかわらず表中に定員数を掲示

できた理由は,本調査の回答票に未記入の若干の

市町村にかんして県庁担当課の調べ数を計上,｢県

計｣を算出したからである｡なお ｢児童館保育｣

の定員数にかんして担当課は法外の目的外利用の

施設でもあり,全 く関知していない｡

｢季節保育所｣はその性格上,定員設定にはなじ

まず,厚生省の設置要綱をみると開設期間中の 1

日当りの利用児童数は30人以上とある(10)0

｢民間無認可施設｣の定員については,木表作成

上の資料 ･県社会部実施の調査の結果のなかに見
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く表4〉 施設種別,市 ･郡部別定負数,普及率 (対乳幼児人口比)

57年度 (後抱の付表2より作成 )

県 計 市 部 郡 部

定 員 数 l 普及率 定 員 数 l 普及率 定 員 数 l 普及率

保 育 所 71,834人 42.1.形 43,083人 39.1% 28,751人 47.8%

(公 営 ) 60,862 35.7 33,466 30-3 27,396 45.6

(私 営 ) 10,972 6.4 9,617 8.7 1,355 2.3

幼 稚 固 20,485 (22.6) 17,330 (29.6) 3,155 (9.8)

(公 営 ) 1,995 (2.2) 910 (1.6) 1,085 (3.4)

(私 営 ) 18,490 (20.4) 16,420 (28.0) 2,070 (6.4)

保育所+幼稚固 92,319 54.1 60,413 54.8 31,906 53.1

公設無認可施設(-き地保育所 )(季節保育所 )(児童館保育 ) 1,448 0.9 325 0.3 1,123 1.9

注 ) ｢幼稚園｣の( )内は対3-5歳人口比率 ｢公設無認可施設｣の空欄は定員不明の施設を含むため未計上

｢民間無認可施設｣の定員は全数不明につき表より除外

く表 5〉 保育所の市 ･町 ･村 部別,定員規模別施設数 ･構成比

57年 4月 1日現在 (後渇の付表3 より作成 )

総 数 30 人 31- 45人 46- 60̂ ･61- 90人

実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 ー数 l比 率 実 数 I比 率

県計 合 計 677 カ所 100% 22カ所 3.3% 26カ所 3.8% 122カ所 18.0% 164カ所 24.20/a
公 営 570 100 18 3.2 18 3.2 92 16.1 141 24.7

私 営 107 100 4 3.7 8 .7.5 30 28.0 23 21.5

柿部 合 計 387 100 10 2.6 12 3.1 71 18.3 85 21.9
公 営 294 100 6 2.0 5 1.7 45 15.3 66 22.5

私 営 43 100 4 4.ー3 7 7.5 26 28.0 19 20.4

町部 合 計 . 174 100 0 5 2.9 22 12.6 50 28.7
公 営 162 100 0 5 3.1 19 11.7 46 28.4

●l私 営 12 100 0 0 3 25.0 4 33.3

村部 合 計 116 100 12 10.3 9 7.8 29 25.0 29 25.0
公 営 114 100 12 10.5 8 7.0 28 24.6 29 25.4

私 営 2 100 0 1 50.0 1 50.0 0

91- 120人 121- 150人 151- 200人 201人以上

実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 製 数 l比 率

蘇計 合 計 149カ所 22.0% 104カ所 15.4% 64カ所 9.5% 26カ所 3.8考
公 営 130 22.8 96 16.8 57 10.0 18 3.2

私 営 19 17.8 8 7.5 7 6.5 8 7.5

市節 合 計 82 21.2 65 16.8 42 10.8 20 5.2
公 営 66 22.5 58 19.7 35 11.9 13 4.4

私 営 16 17.2 7 7.5 7 7.5 7 7.5

町部 合 計 49 28.2 32 18.4 13 7.5 3 1.7
公 牢 46 28.4 31 19.1 13 8.0 2 1.2

私 営 3 25.0 1 8.3 0~ 1 8.3

村部 合 計 . 18 15.5 7 6.0 9 7.8 3 2.6
公 営 18 15.8 7 6.1 9 7.9 3 2.6
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当らず,全施設にわたり不明のため表示外とした｡

では,定員数掲示の施設について (表4〉より

定員数と対乳幼児人口比普及率をみてゆこう｡

｢保育所｣の57年 4月1日現在の定員合計71,834

人,同時点の県下就学前人口(0-5歳児170,689

人)に対する普及率は42.1%｡これの市 ･郡部別

をみると,郡部が47.8%で市部の39.1%を引き離

している｡また公 ･私別では,公営の郡部普及率

が抜群に高 く,私営では市部でより高い点は先に

みた設置状況の特徴を示しているからであろう｡

｢幼稚園｣の同年5月1日現在の定員合計20,485

人,保育所定員比28.5%,対0-5歳人口比率は

12.0%だが,幼稚園就園年齢の3-5歳人口比率

でみると22.5%である｡市 ･郡部別には,私立幼

稚園偏在の市部において抜群に高く,3-5歳児

の約3割が就園可能という数字がみられる｡

以上の保育所と幼稚園の他に,定員数表示のへ

き地保育所を加えた合計定員数は,93,767人,そ

の普及率は54.9%にのぼる｡つまり県下の就学前

人口の過半数がこれら代表的な保育施設のいずれ

かに入所できることを示しており,市 ･郡部別に

みても,ほとんど差のない普及率がみてとれるの

である｡

つぎに,施設当りの定員状況をみてゆこう｡

まず,｢保育所｣について (表5〉では57年10月

現在の定員規模別施設数 ･構成比を示してある｡

この裏の定員規模の区切 りは,現行の保育単価(ll)

の定員区分 とほぼ同じ｡表中の最少区分の｢30人｣

は,定員を30人とした ｢小規模保育所｣の特別保

育単価適用対象で,県下に22カ所ある｡また最大

区分 ｢201人以上｣は,保育単価表の ｢151人以上｣

に含まれるが,ここでは大規模施設の実態把握の

必要上,一区分を設けた｡なお,県下の保育所中,

最大の定員実数は260人,公･私各 1カ所(山形村,

飯田市内)である｡

表より全体的傾向をみると,県下の保育所の6

割余が中規模の定員区分内 (61-150人)に入 り,

残 りが両端の小規模,大規模区分に少数づつ分散

している｡ こうした傾向は大多数をしめる公営保

育所の傾向とほぼ合致するのであるが,私営保育

所の方はやや異なる｡私営保育所では,公営保育

所に比べて60人以下の小規模区分および201人以

上の最大区分においてより高い割合を示してお

り,両極分解の特徴がみられるのである｡

つぎに市 ･町 ･村部別にみてゆくと,過半数を

しめる市部では上記の全体傾向があてはまり,と

くに公営保育所において各区分の比率が近似であ

る｡町部では,61-150人の3区分に75.3%,中規

模集中傾向がより顕著である｡村部では,小規模

集中傾向が強く,90人以下に68.1%が集まり少人

数定員の保育所が大部分をしめていることがわか

る｡が,その一方で151人以上の大規模区分の比率

が町部よりも高い点は注目され,村部における保

育所統合の進行,大規模施設の増加を示している

ものと思われる｡(後掲の付表 3参照)｡

｢幼稚園｣に移ろう｡｢保育所｣に比べて,幼稚

園は一般に大規模定員の施設が多いので,その区

切 りは(表6〉のような8区分とした｡さきの｢保

育所｣の区切 りと比べてみると,30-45人の小規

模2区分に入るものはなく,県下の幼稚園の最小

定員は50人 (1カ所更埴市内)であり,表の最小

区分も｢46-60人｣となる｡大規模区分では｢201

人以上｣を3区分新設,｢401人以上｣が最大区分

であるが,ここに入る2カ所の定員実数は410人,

640人 (いずれも長野市内)である｡

(表6)により全体的傾向をみると,｢151-200

人｣区分に29.5%,｢91-120人｣に26.2%,この

両者に過半数が集まり,このうちの大部分が120

人,160人,200人の定員実数を掲げ,設置認可さ

れているのである｡また定員150人を境界にして,

それ以上と以下の区分に約半数づつ分散してい

る｡この点 ｢保育所｣は90人が境界であり,｢幼稚

園｣の定員規模の方がより大であることがわかる｡

公 ･私別の特徴は,大多数をしめる私立幼稚園

が全体的傾向に近似,中 ･大規模中心であるのに

対して,少数の公立は小規模区分に集まっている｡

市 ･郡部別については表示を省略したが,私立

偏在の市部において私立の特徴がより顕著である

のに対して,僅少 ･公立多数の郡部では小規模区

分への集中傾向がより明瞭である(12)0

｢公設無認可施設｣の定員規模別施設数にかんし

ては,設置者の一部に定員未設定 ･不明があるた

め,表示を省略した｡が,｢-き地保育所｣では厚

生省の通達文書中に ｢定員おおむね30人｣とあ

り(13),県下においても定員既設定のへき地保育所

の大部分が定員30人である｡
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く表6〉 幼稚園の公 ･私別,定員規模別施設数 ･構成比

57年5月1日現在 (公立は県教委調べ数,私立は県総務部 ｢私立学校調割 57年版より集計･作成)

総 数 60人以下 61-90 91-120 121-150 151-200 201-300 301-400 401人比と

合 計 122カ所 4 19 32 5 36 21 4 2
loo劣 3.3 15.6 26.2 4.1 29.5 17.2 3.3 1.6

公 立 15カ所 1 2 6 2 4 1 - -
loo劣 6.7 13.3 40.0 13.3 26.7 6.7 - -

私 立 107カ所 3 17 26 3 32 20 4 2
loo劣 2.8 15.9 24.3 2.8 29.9 18.7 3.7 1.9

｢児童館保育｣にかんしては, この種の定員規定

が無い｡県下の実態をみても定員を設定 している

ものは15カ所中の 4カ所,12人60人80人90人とさ

まざまである (後掲の付表 2参照)0

注)

(10)32年5月8日厚生省発児第53号 ｢季節保育所の

設置について｣の別紙 ･要綱｡

(ll)市町村長が法24条にもとづいて保育所へ入所措

置をした場合,措置児1人当りの保育に必要な費

用の月析単価を ｢保育単価｣と呼び,定員規模区

分等によって金額が異なるので保育所経営上,重

大な意味をもっている｡

(12) 幼稚園の定員規模別施設数の市町村別について

は注C28)の F保育行財政白書1資料編 ･表3-2を

参照されたい｡

(13) 昭和36年4月3日厚生省発児76号 ｢へき地保育

所の設置について｣の別紙 ･要綱｡

在籍児童数の状況

〈表 7)より,県下の各種施設に在籍する児童の

総数は85,218人,その対 0-5歳人口比在籍率は

49.9%,県下の就学前児童のおよそ2人に 1人が

いずれかの保育施設に在籍 していることを示唆す

る数字である｡

公 ･私の保育所 には 4月 1日現在,自由契約

児(14)79人を含む63,552人が在籍,総数の75.7%に

あた り,およそ 4人中の 3人が保育所に在籍 して

いるという数字である｡幼稚園就園児は5月 1日

現在,公･私合計17,858人,総数の21.10%にあた

る｡残 りの3.3%が公･私の無認可施設の在籍児で,

合計2,808人である｡

く表7〉施設種別の在籍児数,在籍率

57年度 (後場の付表4･より作成)

在 籍 児 童 数 対乳幼児人 口 比在 籍 率実 数 l比率

総 数 85,218 人 100 % 49.9%

保 育 所 64,552(79) 75.7 37.8

公営保育所 54,622(73) 64.1 32.0

私営保育所 9,930(6) ll.7 ~ 5.8

公設無認可施設 1,521 1.8 0.9

へき地保育所 951 1-1 0.6

季節保育所 16 0.0 0.0

児童館保育 554 0.7 0.3

民間無認可施設 1,287 .1.5 0.8

共同保育所 590 0.7 0.4

企業内保育所 194 0ー2 0.1

病院内保育所 302 0.4 0.2

ベビーホテル 91 0.1 0.1

家庭保育室) 110 0.1 0.1

幼 稚 固 17,858 21.0 (19.7)

_公立幼稚園 1,593 1.9 (1.8)

私立幼稚園 16,265 19.1 (17.9)

注) 保育所の()内は私的契約児童数の再掲

幼稚園の()内は対3-5歳人口比率

また,保育所在籍児総数の対就学前(0-5歳)

人口比率は37.8%,長野県の保育所在籍率は全国

的にみてもトッ.プクラスで,その普及の高さは広

く知 られている(15)0

幼稚園就園児の対 3-5歳人口比率は19.7%,

これの全国比較は5歳児就園率で出されてお り,

それをみると長野県は最下位 クラスである(16)0

つぎに く表8)から市 ･郡部別の在籍児数の特

徴をみよう｡

市部における施設別在籍状況は,全体の7割が

保育所,幼稚園には3割弱, この両者でしめられ
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く表 8〉 施設種別の市 ･郡部別在籍児数,在籍率 (対乳幼児人 口比)

(後抱の付表 4･より作成 )

市 部 郡 部 在 籍 率

実 数 1 比 率 実 数 -l 比 率 市 部 l 郡 部

総 数 54,444 人 100 % 29,487^ 100 % 49.3% 49.0-形

保 育 所 38,626(64) 70.9 25,926(15) 87.9 35.0 43.1

公 営 保 育 所 29,911(58) 54.9 24,711(15) 83.8 27.1 41.1

私営 保育 所 8,715(6) 16.0 1,215 4.1 7.9 2.0

公設無認可施 設 492 0.9 1,029 3.5 0.4 1.7

-き地保育所 201 0.4 750 2.5 0.2 1.3

季 節 保 育所 16 0.0 0.0

児 童 館 保 育 275 0ー5 279 1.0 0.3 0.5

幼 稚 園 15,326 28.2 2,532 8.6 (26.2) (7.9)

公 立 幼稚 園 781 1.4 812 2.8 (1.4) (2.6)

江) ｢民間無認可施設｣は在籍児数の市町村別数値不明につき除外

保育所の ()内は私的契約児数の再掲 幼稚園の()内は対 3-5歳人口比率

57年 4月 1日現在

く表 9〉 保育所の在所 (措置)児数規模別施設数 ･構成比

(各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表 57年 4月分より集計 ･作成)

総 数 30人末帝 l 30-49人 l50-99人 l100-149人1150-199人 L 200人以上

合 計 677カ所 24 71 305 196 61 20
loo 劣 3.6 10ー5 45.1 29.0 9.0 3.0

公 営 570カ所 21 57 250 177 51 14
100 % 3.7 10.0 43.9 31_1 8.9. 2.5

私 営 107カ所 3 14 55 19 10 6

く表10〉 幼稚園の在園児数規模別施設数 ･構成比

57年 5月 1日現在 (公立は県教委 r教育要覧j57年版,私立は県総務部 r私立学校調割 57年版より集計 ･作成)

総 数 50人未満 l 50-99人 1100-149人 l150-199人 l200-299人 l 300人肌上

合 計 122 カ所 8 30 35 21 21 7
loo 劣 6.6 24.6 28.7 17.2 17.2 5.7

公 立 15 カ所 1 4 9 1
loo 劣 6.7 26.7 60.0 6.7

私 立 107 カ所 7 26 26 20 21 .7
loo 劣 6.5 24.3 24.3 18.7 19.6 6.5
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ており,公設無認可施設には1%未満である｡

郡部では,圧倒的多数の9割もが保育所に,幼

稚園就園児は1割にみたない｡へき地保育所等の

公設無認可施設には3.5%が在籍しており,市部の

約4倍にあたる｡

就学前0-5歳人口対比の在籍割合をみると,

総数では市部49.3%,郡部49.0%,ほとんど差は

無いのであるが,施設別には設置状況の特徴を反

映した格差がみとめられる｡つまり,市部では私

営保,私立幼の在籍率がより高く,郡部は公営保

を先頭に,公立系の施設においてより高い｡

以下では在籍児数規模別にみた施設の状況をみ

てゆこう｡

(表9)は保育所にかんして57年 4月1日現在の

措置児数規模別 (6区分)施設数を示したもので

ある｡

最小区分の｢30人未満｣に24カ所,これには(表

5〉の定員規模 ｢30人｣の22カ所中の19カ所 (他

の3カ所は在籍児数30人)が入 り,さらにそれ以

上の区分から5カ所である｡なお,この時点で県

下の認可保育所中の最小の在籍児数は10人 (八坂

村,鬼無里村各 1カ所,公営)である｡一方の最

大区分 ｢200人以上｣には20カ所,県下における最

大在籍児数は295人(長野市内,私営,定員300人)

である｡

全体的な分布状況は,99人以下の3区分に59.1

%,これと (衰5)の定員規模別分布状況 (90人

以下に49.3%,この区切 りを99人に改めても実

数 ･比率ともほとんど変わらない)を比べてみる

と,約 1割の開差がある｡在籍児規模別の方が下

降移動しているのであるが,この開差は保育所の

平均定員充足率89.8%(衰13参照),したがって未

充足率10.2%の数字にはば一致する｡

幼稚園について く表10)でみてゆこう｡

その区切 り (6区分)を定員規模別の (表6)

と比べると,最小区分を｢50人未満｣,最大区分を

｢300人以上｣とした点で,在籍児数規模別の方が

全般的に下降移動していることが読みとれよう｡

また分布状態をみても,149人以下の3区分に59.9

%で,定員規模別の150人以下49.2%と比べてみる

と,かなりの幅の定員開差がみてとれる｡

幼稚園の最小区分の50人未満に8カ所,県下最

少の在籍児数の園は23人(山口村公立),この他で

は30人台が2園ある｡一方,最大在籍児数の園は

432人(長野市内,私立,定員640人),この他に6

園が300人台である｡

なお,表示を省略したが市 ･郡部別,公 ･私別

では保育所,幼稚園とも前述の定員規模別の特徴

がはば同様にみとめられるのである(17)0

以上でみてきた在籍児数規模別施設数の現況か

ら,その構成比の幼 ･保比較を試み,図示したも

のが (図 1〉である｡保育所が比較的小規模区分

に集中傾向を示すのに対 し,幼稚園の方は大規模

区分において抜き出ており,200人以上のマンモス

施設の多い点が目立っている｡

(義ll)は ｢公設無認可施設｣の種別に在籍児数

の規模をみたものである｡

｢-き地保育所｣は,30人以下の3区分に32カ所,

全体の76.2%が集まり小規模集中傾向がみてとれ

る｡なお施設当り在籍児数の最小は6人で2カ所,

最大は50人の1カ所である (後掲の付表 8参照)0

｢季節保育所｣の2カ所は,10人 (長野市芋井),

6人 (飯山市羽広山)である｡

｢児童館保育｣は前二者に比べてみると,より大

規模区分に集中している｡最大区分の2カ所は,

78人,74人であるが,この2施設は58年 4月,認

図1 在籍児数規模別施設比率の幼･保比較
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く表11〉 公設無認可施設の種別,在籍児数規模別施設数

57年10月現在 (各市町村記入の ｢保育所財政に関する実態調査｣の回答票より集計･作成)

総 数 10人以下 l 11-20人 l 21-30人 l 31-49人 l50-69人 l 70人以上

計 59カ所 10 18 14 11 3 3
100 % 16.9 30.5 23.7 18.6 5.1 5.1

へき地保育所 42カ所 7 15 10 9 1
loo 劣 16.7 35.7 23.8 21.4 2.4

季 節保 育 所 2カ所 2

児 童館 保 育 15カ所 1 3 4 2 2 3

く表12〉 民間無認可施設 (捻数)の入所児童数規模別施設数

56年5月実好 く県社会部 ｢認可外保育施設調査結果｣より集計･作成)

総 数 1-9人 r10-19人F20-29J 30-39人l40-49人l50-59jJ60-69人l70人臥ヒl不 明

施 設 数 108カ所 47 30 15 6 1 3 1 4 1

可保育所 (豊野町),公立幼稚園 (中条村)の新設

によりその使命を終ることになった｡

｢民間無認可施設｣の在籍児数規模別施設数にか

んしては,57年時点の数字は不明 (57年度県の調

査結果では未公表),前年の56年 5月実施の県調査

結果のうちに(表12〉のような数字がみられる(施

設の種類別内訳は未公表).調査対象108施設の う

ち, 9人以下が43.5%,30人未満の 3区分に85.2

%が入 り,先にみた公設無認可施設 よりもさらに

小規模集中の特徴が明瞭にみてとれる｡なお,同

資料によれば,最少施設の児童数は 1人 (家庭俣

育福祉員 ･共同保育所),最多は140人 (共同保育

所) とある｡

注)

(14) 認可保育所に在籍中の児童のうち,法にもとづ

く措置入所中の児童 (措置児と呼ぶ)に対してそ

れ以外の児童を自由契約児という｡

(15) 57年10月 1日現在の各県別?在籍率 (人口千人

当りの在所老数)を算出,高位順に並べると,(令

石川県38.40人(診高知県33.86人(卦長野県31.16人

･--全国平均は16.49人である(保育所在所老数は

厚生省 ｢社会■福祉施設調査報告｣57年版より,人

口は総理府 F日本統計年鑑j58年版 ･57年10月 1

日現在の推計人口)0

(16) 57年 5月 1日現在の各県別 5歳児就園率をみる

と,長野県23.2%,全国平均64.4%で全国最下位

である (文部省 ｢学校基本統計｣より)｡

(17)保育所および幼稚園にかんする設置市町村別 ･

公私別 ･在籍児数規模別施設数については,注位8)

の F保育行財政自書』の資料編 ･表 3-3 (保育

所),同3- 4 (幼稚園)を参照されたい｡

定員充足率の状況

ここでは前項の在籍児数の状況を対定員比率で

示 した ｢定員充足率｣についてみてゆ く｡ とはい

え (表13)でみられるように,定員充足率は定員

数が明定された施設種類において算出可能である

く表13〉 各種施設の市 ･郡部別定員充足率

57年度 (蓑4.7.8.の資料出所より算出･作成)

総 数 l 市 部 郡 司;

保 育 所 89.9% 89.7% 90.2■%

(公 営 ) 89.7 89.4 90.2

(私 営 ) 90.5 90.6 89.7

幼 稚 園 87.2 88.4 80.3

(公 立 ) 79.9 85.8 75.5

(私 立 ) 88.0 88.6 83.1
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(施設別定員設定状況は前掲の (表 4)を参照)0

｢保育所｣は県下の総平均充足率が89.9%であ

る｡公 ･私別では,私営が若干高 く,9割台に届

いている(18)0｢幼稚園｣の総平均充足率は87.2%,

公立の79.9%に比べて私立は88.0%で,一段と高

いのであるが,保育所に比べればやや下まわる｡

これらの他では ｢へき地保育所｣の平均充足率が

65.7%である｡

市 ･郡部別にみると,幼稚園の公 ･私ともに市

部でより高いが,へき地保育所では郡部がより高

い｡保育所の方はこの裏ではほとんど差がみとめ

られない｡

ところで,県下においても乳幼児人口の減少等

を背景にして,就学前施設-の入所児減,保育所

の定員ワレ問題が顕在化している｡〈表14)では僅

育所の施設当 りの充足率状況を市 ･町 ･村部別に

集計,五区分別の施設数を表示してある｡

まず,最高区分が ｢95-100%｣とあるように県

下に100%をこえる定員オーバーの保育所は,原資

料中には見当らない｡定員･在籍同数の100%のも

のが130カ所,全体の19.2%,私営保育所に多く,

その33.6%もが充足率100%である｡

この100%に近づ くことが保育所にはとくに期

待されており,行政当局による定員指導の現状から

も見てとれる｡表中に(参考〉として掲示しておいた

ように,県当局は55年以降,各市町村に対して定

員開差是正 (削減)のガイドラインとして,定員

規模60人以上では充足率95%以上,60人未満では

90%以上という数字を示した｡そして,57年度当

初においても各市町村では保育所の定員削減を鋭

く表14? 保育所の市 ･町 ･村部別,定員充足率別施設数 ･構成比

57年4月 1日現在 .(表9の資料出所もり算出･作成)

保育所総 数 定 員充足率区分 (参考)県-定員指導基準.達成状況
篭 l 607㍍ F 808訂 909完 l 915.読 定員60人以上 定員60人未満施設総数l95啓以上 施設総数 T90多以上

県計 計 677カ所 16 88 181 139 253 620 234 57 25

loo劣 2.4 13.0 26.7 20.5 37.4 100 37.7 100 43.9

公 570カ所 15 76 158 123 198 526 188 44 16
loo劣 2,6 13.3 27.7 .21.6 34.7 100 35.7 100 36.4

私 107カ所 1 12 23 16 55 94 46 13 9
100% 0.9 11.2 21.5 15.0 51.4 100 48.9 100 69.2

請a 計 387カ所 9 44 114 80 140 362 128 25 15

loo劣 2.3 11.4 29.5 20.7 36.2 100 35.4 100 60.0

公 294カ所 8 34 95 67 90 281 87 13 6
100% 2.7 11.6 32.3 22.8 30.6 100 31.0 100 46.2

私 93カ所 1 10 19 13 50 81 41 12 9
loo劣 1.1 10.8 20.4 14.0 53.8 100 50.6 100 75.0

町釈 計 174カ所 25 36 37 76 164 71 10 6

100% 14.4 20.7 21.3 43.7 100 43.3 100 60.0

公 162カ所 24 32 34 72 152 67 1り 6
loo劣 14.8 19.8 21.0 44.4 100 44.1 100 60.0

私 12カ所 1 4 3 4 12 4
loo劣 8.3 33.3 25.0 33.3 100 3,3.3

村孤 計 116カ所 7 19 31 22 37 94 35 22 4

loo劣 6.0 16.4 26.7 19.0 31.9 100 37.2 100 18.2

公 114 カ所 7 18 31 22 36 93 34 21 4
100% 6.1 15.8 27.2 19.3 31.6 100 36.6 100 19.0

私 2カ所 l l l l 1
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意はかったのであるが(19),このガイドラインを充

たすものは,表からみられるように定員60人以上

で全体の37.7%にあたる234カ所,60人以下では

43.9%の25カ所である｡つまり県下の保育所の過

半数はこの 目標基準を充たすことができず,とく

に60人以上の公営保育所において低い数字がみら

れるのである｡

表より市 ･町 ･村部別の特徴をみてゆ くと,市

部では,95%以上区分の公 ･私別格差に代表され

て公-低,私-高の特徴が顕著にみとめられる｡

町部をみてゆ くと,公営の充足率の方が高 目であ

り,私営のより低い点が市部に比べて対照的であ

る｡村部には私営保育所が僅少で,市 ･町部のよ

うな公 ･私比較は難しいOだが郡部として一括さ

れる町部に比べてみるとき,公営保育所の全般的

な低さが目立つ｡最高区分の低さとともに最低区

分の高さがあげられ,この60%未満に属する7カ

所は,定員60人未満の小規模保育所が6カ所をし

めている｡その充足率の内訳は40%未満が 3カ所,

40%台2カ所,50%台 1カ所である｡

全般に,保育所の定員未充足状況は,こうした

山間へき地の小規模施設および市街地の公営保育

所においてより明瞭に現われてお り,今後とも深

刻化が予想されるのである｡

｢幼稚園｣に移ると,(表15)でみられるように,

充足率100%以上の定員超過の二区分を設定 して

広範囲にわたる分布状況を示 した｡

その最低は19.4%,この他の60%未満13園の内

訳は30%台 2(うち公立 1),40%台3,50%台 8

(うち公立 1)である｡一方の定員オーバーの二区

分に計28カ所,全部私立で私立幼稚園全体の26.2

%にあた り,その最高は191.0%,定員の約二倍 と

いう超過密国が存在 している｡こうした定員オー

57年 5月1日現在

バー園は市部に集中してお り,定員ワレ園は郡部

においてより目立つのである(20)0

定員 ･在籍児数の開差最少区分の ｢91-100%｣

には,僅か24カ所(19.7%),この区分内に過半数

が納まる｢保育所｣と比べてみると大きく異なり,

定員充足率をめぐる幼 ･保間格差がみとめられる

のである(21)0

なお,公設無認可施設のうちの｢-き地保育所｣

にかんしては,施設当りの定員数が一部の複数設

置町村で不明のため,施設単位の充足率状況を表

示することができない (22)0

注)

(18) 保育所の定員充足率の全国平均,県平均を比較

すると,57年10月現在,総数では90.2%,90.5%

でほとんど差はない｡公 ･私別では,全国平均の

公が85.9%,私は97.0%,長野県の公は90.1%,

私が92.6%で,公私とも5%近い差があり,県下

の公営が全国平均より高く私営の方がより低いと

いう興味深い数字が見られる (厚生省 F社会福祉

施設調査報告j57年版より算出)0

(19) 県下各市町村における55年以降の定員削減の結

果,57年4月現在,55年対比の総数で約5%の定

員減となり,とくに市部の公営保育所において著

しく減少している｡

位0)幼稚園の定員充足率別施設数の市 ･郡別につい

ては,注¢8)の資料編 ･表3-6を参照｡

(21) このような格差となる理由としては,幼稚園に

は定員規模を基準にした経常費の補助制度が無い

こと,また多数をしめる私立幼稚園に対する行政

当局の監督指導の不徹底などがあげられる｡

¢2) へき地保育所の定員については,本調査の回答

票,および県当局調べ数が設置市町村単位である

ため,施設当りの定員数は不明｡しかし設置者(請

町村)別の充足率の算出は可能であり,またその

く表15〉 幼稚園の公 ･私別,定員充足率別施設数 ･構成比

(表6.表10の資料出所より算出･作成)

総 数 60多以下 r61-70%171-80頭目81-90% f91-1009日 101-120射120%以上

県 計 122カ所 14 16 16 24 24 22 6
loo 劣 ll.5 13.1 13ー1 19.7 19.7 18.0 4.9

公 立 15カ所 2 2 2 5 4
100■% 13.3 13.3 13.3 33.3 26.7

私 立 107カ所 12 14 14 19 20 22 6
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他の公設無認可施設の場合も設置者単位の定員数

が把握されているものについては充足率が算出さ

れている｡後出の注朗)資料編 ･表2- 14を参照

されたい｡

在籍児童の年齢別状況

まず,(表16〉でみられるように,全施設にわた

り各歳別に在籍児数の把握ができているわけでは

ない｡認可保育所 (0-5歳)と幼経国 (3-5

読)については行政資料により各歳別の人数を表

示できたが,公設および民間の無認可施設の在籍

児については各歳別には不明｡公設無認可の各施

設については本調査の回答票により0-2歳,3

歳以上の二区分別人数,民間のそれは県社会部の

調査結果より0-2歳, 3歳, 4歳以上の三区分

別人数 (ただし県評のみ,市 ･郡部別,施設別の

人数は不明-未公表)を表示 してある｡

したがって各種施設の在籍児総数85,139人の年

齢別構成は0-2歳 ･3歳以上の二区分で示すに

とどまり,〈表16)のように3歳未満児が在籍児全

体の僅か 6%,3歳以上児が94%をしめており,

圧倒的多数である｡この3歳以上在籍児の当該年

齢人口対比の在籍率をみると,(表18〉より88.1%,

一方の未満児は6.4%と対照的に少ない｡

0-2歳在籍児の合計5,134人は,そのうちの8

割が認可保育所に,約 2割が民間無認可の各種施

設に,へき地保育所等の公設無認可には僅か31人,

その未満児割合は2%で格段に低い｡この点,氏

間無認可施設は66.1%で対照的に高 く,ほとんど

の施設で未満児が過半数をしめている｡認可保育

所では,公営の6.6%に対して私営は16.4%で一段

と高い数字がみられる｡

3歳以上児の在籍状況 をみ てゆ くと,合計

80,005人の97.6%にあたる78,079人が認可保育所

と幼稚園の在籍児である｡その各歳別構成比をみ

ると,両者とも3歳児が一段階下るのだが,4歳

児と5歳児の比率はほとんど同 じである｡

(表18〉の在籍率をみると,3歳児人口の65.4%

が保育所 と幼稚園に在籍 してお り, 4歳児,5歳

く表16〉'保育施設の種規別,在籍児の年齢階層別人数 ･構成比
(出所･資料は下記の注を参照)

総 数 0- 2歳児 3 歳 児 4 歳 児 5歳以上児

実 数 1比率 実 数 l比率 実 数 l比率 実 数 ー比率 実 数 =ヒ率

合 計 85,139人 100% 5,134人 6.8% (3歳以上児) 80,005(4) 94.0(%)

保 育 所 (》 64,473 100 4,252 6.6 15,518人 24.1% 22,126人 34.3% 22,577人 35.0%

公営保育所 54,549 100 2,628 4.8 13,276 24.3 19,082 35.0 19,563 35.9

私営保育所 9,924 100 1,624 16.4 2,242 22.6 3,044 30.7 3,012 30.4

公設無認可施設② 1,521 100 31 2.0 (3歳以上児) 1,490(人) 98.0虜)

へき地保育所 951 100 17 1.8 934 98.2

季節保育所 16 100 5 31.2 11 68.1

児童館保育 554 100 9 1.4 545 98.4

民間無認可施設③ 1,287 100 851 66.1 163 12.7 (4歳以上児) 273(人) 21.2解)

共同保育所 590 100 333 56.4 95 16.1 162 27.5

. 企業内保育所 194 100 113 58.3 27 13.9 54 27.8

病院内保育所 302 100 273 90.4 10 3.3 19 6ー3

ベビーホテル 91 100 37 40.7 17 18.7 37 40.7

家庭保育室 110 100 95 86.4 14 12.7 1 0.9

幼 稚 園 ④ 17,858 100 3,817 21.4 6,580 38.4 7,191 40.3

公立幼稚園 1,593 100 140 8.8 590 37.0 863 54.2

荏)①各市町村記入の ｢厚生省報告例｣ 78-別表(措置児童数･57年4月1日現在)より

②各市町村記入の ｢保育行財政に関する実態調査｣の回答票(57年10月1日現在)より

③県社会部 ｢無認可保育施設調査結果｣(57年8- 9月実施)より

④表10の資料出所(57年5月1日現在)より集計･作成
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児では95.7%,95.9%である｡これ ら幼 ･保に公･ つ ぎに,市･郡部別の在籍児の年齢別状況をく表

私の無認可 施設在籍児を加 えるとき,県下の 4･ 17)〈表18)(表19)でみてゆ こう｡

5歳児は, そのほとん ど全数がいずれかの就学前 まず 3歳未満 (0-2歳)児については,中心

施設 に就園,在籍 してい ると判断 して差 しつかえ 的な施設 の認可保育所で,市部が郡部 に比べてそ

ないであろ う｡ の実数 ･構成比 ･在籍率 とも抜群 に高 く,公私別

く表17〉 施設種別,市 ･郡部別年齢三区分別在籍児の人数 ･構成比

57年度 (出所 ･資料は表16と同じ)

総 数 0 - 2 歳 児 3 歳 児 4 歳 以 上 児

市 部 l 郡 部 市 部 】 郡 部 市 部 l 郡 部 市 部 ] 郡 部

実 保 育 所 38,562 25,911 3,112 1,140 9,275 6,261 26,193 18,510

公営保育所 29,853 24,696 1,666 962 7,300 5,976 20,887 17,758

私営保育所 8,709 1,215 1,446 178 1,957 285 5,306 752

幼 稚 園 15,326 2,532 3,286 531 12,040 2,001

敬矢 公立幼稚園 781 812 50 90 731 722

私立幼稚園 14,545 1,720 3,236 441 ll,309 1,279

公設無許可施設 492 1,029 26 5 (3歳以上 ) (初 466 (那) 1,024

-勃圭頻東研 201 750 13 4 188 746

) 季節保育所 16 5 ll

児童館保育 275 279 8 1 267 278

構成 保 育 所 100 100 8.0 4.4 24.0 24.2 67.9 71.4

公営保育所 100 100 5.6 4.0 24.5 24.2 70.0 71.9

私営保育所 100 100 16.7 14.6 22.5 23.5 60.9 61.9

幼 稚 固 100 100 21.4 21.0 78.6 79.0

公立幼稚園 100 100 6.4 11.1 93.6 88.9

比′-ヽ@ 私立幼稚園 100 100 22.3 25.6 77.8 74.4

腺 癌酢]施設 100 100 5.3 0.5 (3歳以上) (市) 94.7 (那)99.5

へき地物 所 100 100 6.5 0.5 93.5 99.5

＼_′ 季節保育所 100 100 31.2 68.8

児童館保育 100 100 2.9 0.4 97.1 99.6

注) ｢民間無認可施設｣は市 ･郡別人数不明につき除外

く表18〉 市 ･郡部別年齢階層別在籍児数の対当該人口比在籍率

57牛 皮 (在籍児数は表16,人口は注記J:り算出.作成 ,単位-車)

0 - 2 歳 児 3 歳 児 4 歳 児 5 歳 以 上 児

県 計 市 部 郡 部 県 計.市 部 郡 部 県 計 市 部 郡 部 県 計 市 部 郡 部

総 数 6.4 (3歳以上) 88.1

保 育 所 5.3 6.0 4.1 52.5 48.5 60.1 73.1 65.8 86.6 72.7 66.8 83.7

(公 営) 3.3 3.2 3.4 45.0 38.2 57.4 63.0 52.2 82.9 63.0 53.5 80.5

(私 営) 2.0 2ー8 0.7 7.6 10.3 2.7 10.1 13.6 3.7 9.7-13.3 3.2

幼 稚 固 12.9 17.2 5.1 22.6 30.8 7.9 23.2 30.1 10.5

(公 営) 0.5 0.3 0.9 2.0 1.9 2.1 2.8 1.8 4.5

(私 営) 12.5 16.9 4.2 20.7 28.9 5.8 20.4 28.3 6.0

公設無;酔丁施設 0.04 0.05 0.02 (3歳以上 ) 1.6 (市部) 0.8 (郡部) 3.2

江) ｢民間無認可施設｣は市 ･郡別人数不明につき空欄 人口は県情報統計課調べ(57年4月1日現在)
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には私営保育所における未満児比率の高さが市 ･

郡部ともに際立っている (表16･17)｡なお,この

未満児の各歳別内訳を 〈表19〉でみてゆくと,市

部の私営が0･1歳の両区分で,郡部の私営は0

歳区分で公営を大きく上まわ り,乳児 ･未満児保

育を一手に引き受けている実態がうかがわれる｡

3歳児区分では,市部の幼稚園に当該人口比17.2

%が在籍,保育所には48.5%であるが,幼椎園の少

ない郡部では保育所在籍率が60.1%と高い数字を

みせている｡

4歳以上児では,市部の幼稚園在籍率が3割台

に達し,郡部の 1割弱と比べて大差がある｡全員

就園的なこの区分では,その差が保育所在籍率に

はねかえり,郡部のそれが高くなり,市部は反対

に低くなる｡

公設無認可施設は,在籍児の大多数をしめる3

57年4月1日現在

歳以上児区分において郡部の構成比,在籍率とも

より高い数字がみられる｡なお,この種の小規模･

少数の施設を｢保育所｣｢幼稚園｣と並べて一括 ･

表示 してみても,これ以上の分析を加えることは

難しく,その意味もないだろう｡

この点,後掲の付表8では公設無認可施設の設

置市町村ごとに,その種類別の在籍児数を年齢二

区分別乳幼児人口との対比で示し,在籍率を算出

してある｡これでみると,乳幼児人口の50%以上

在籍の 3カ村が見届けられ るなど,さまざまな地

域差が読みとれるのである｡

また,同様に,付表 7では幼稚園在籍児の各歳

別在籍率が,付表 6では保育所措置入所児のそれ

が各市町村別に算出 ･表示 してある｡そして付表

5では,以上の6-8表の総括として,年齢二区

分別の乳幼児人口,施設種別在籍 (措置)児童数

く表19〉 保育所在所 (措置)3歳未満児の各歳別人数･措置率(対当該人口比)

く措置児数は表16-①,人口は表18の注記より集計･作成)

0歳 児 1 歳 児 2 歳 児

県 計 市 部 l郡 部 県 計 l市 部 郡 部 県 計 市 部 l郡 部

実 総 数 265 239 26 941 787 154 3,046 2,086 960

敬ち (公 営) 72 69 3 450 346 104 2,106 1,251 855(私 営) 193 170 23 491 441 50 940 835 105

描 総 数 1.l l.5 0.3 3.4 4.5 1.6 10.9 11.4 9.9

促i (公 営) 0.3 0.4 0.0 1.6 2.0 1.1 7.5 6.9 8.8

･く表20〉 保育所在所 (措置)児の年飴二区分別施設数･構成比

57年4月1日現在 (表16-(Dの資料出所より集計･作成)

県 計 市 部 郡 部

実 数 一比 率 実 数 l比 率 実 数 J 比 率

紘 施 設 総 数 677カ所 100% 387カ所 100% 290カ所 100%3歳未満児在籍 460 67.9 287 74.2 173 59ー7

敬 内(0歳児在籍) (76) (ll.2) (67) (17.3) (9) (3.1)

3歳以上児のみ 217 32.1 100 25.8 117 40.3

公 施 設 総 数 570 100 294 100 276 1003歳未満児在籍 359 63.0 200 68.0 159 57.6

営 内(0歳児在籍) (28) (4.9) (26) (8.8) (2) (0.7)

3歳以上児のみ 211 37.0 94 32.0 117 42.4

私 施 設 総 数 107 100 93 100 14 1003歳未満児在籍 101 94.4 87 93.5 14 100

営 内(0歳児在籍) (48) (44.9) (41) (44.1) (7) (50.0)
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ならびに在籍率が一覧できるように表示 してあ

る｡各市町村別の就学前施設在籍児の57年度現況

をきめこまかに知る上で参考になろう｡

以下では施設単位の在籍児年齢構成の特徴をそ

の種類別 (民間無認可を除 く)にみてゆ く｡

｢保育所｣について (表20〉では ｢3歳未満児の

在籍あり｣,｢うち0歳児在籍｣,｢3歳以上児のみ

在籍｣の各施設数を掲示してある｡みられるよう

に3歳未満児の在籍する保育所は県下に460カ所,

全体の67.9%にあたる｡残 りの32.1%は3歳以上

児のみが在籍する保育所である｡また未満児のう

ち,0歳児が 1人以上在籍の保育所は76カ所,全

体の約 1割である｡なお,表示を省略したが,｢末

満児在籍あ り｣の保育所のうちには ｢未満児のみ

在籍｣の保育所が 4カ所 (市部 ･私営 3公営 1)

含まれている｡また ｢3歳以上児のみ｣のうちに

は3･4歳児不在の ｢5歳児のみ｣ とい う保育所

が2カ所 (村部 ･公営)例外的に存在する｡

市 ･郡部別,公 ･私別には ｢未満児在籍あ り｣

は市部が郡部より多 く,公営より私営の方が市 ･

郡部とも一段と高い｡とくに0歳児保育では公営

の低さが市 ･郡部とも目立っている｡

幼稚園について｡就園児の年齢構成区分は 〈表

21〉より,｢3歳以上｣｢4歳以上｣｢5歳以上｣の

三通 りとなる｡みられるように県下の私立幼稚園

は全数が ｢3歳以上｣であるのに対 して公立の方

く表21〉 幼稚園 (公 ･私別)在園児の年鶴三区分別施設数 ･構成比

57年5月 1日現在 (蓑10の資料出所より集計･作成)

県 計 市 部 郡 部

実 数 l比 率 実 数 l 比 率 実 数 l比 率

公 施 設 総 数 15カ所 100% 6カ所 100 % 9カ所 100%3歳 以上 児 8 53.3 2 33.3 6 66.9

立 4 歳 以上 児 5 33.3 4 66.7 1 11.1

5歳 以上 児 2 13.3 2 22.2

私 施 設 総 数 107 100 91 100 16 1003歳 以上 児 107 100 91 100 16 100

立 4 歳 以上 児

5歳 以上 児

く表22〉 保育所在所児の年齢各歳別構成比一 全国 ･長野県比較

(①は厚生省 ｢福会福祉施設調査報告｣57年版より ②は表16-(DJ:り算出･作成)

総 数 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 6歳児

57-10.1① 全国平均 , 100% 0.8 4.3 9.6 18.5 26.6 27.5 12.6
長 野 県 100%, 0.2 1.0 3.3 14.5 29.4 34.1 17.5

く表23〉 保育所在所児の年齢各歳別人敦 ･在籍率 一 全国 ･長野県比較

57年10月 1日現在 (厚生省 ｢社会福祉施設調査報告｣57年版より算出･作成)

紘 .敬 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4歳 5 歳 6歳 7歳以上

全 国 1,956,725人 16,406■ 84,624 188I293 362,174 521,082 537,697 246,417 32
16.93% 1.1 5.5 ll.9 22.2 30.6 30.8 13.4 -

長 野 県 65,440^ 175 669 2,160 9,464 19,210 22,314 ll,448 -

注) 各歳別人ロの出所は 総理府統計局 ｢57年10月1日現在推計人口｣(全国),県情報統計課調べ (長野県)

｢総数｣の在籍率は対0-6歳人口比率
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は約半数である｡残 りの半数は3歳児不在の ｢4

歳以上｣が3分の 1にあたる5カ所 (市立 3,町

立 1,県立 1),また3･4歳児不在の｢5歳以上｣

が2カ所 (町立 2)である｡

公設無認可の各施設については く表17)でみて

おいたように,在籍児のほとんどが3歳以上,そ

の各歳別の人数は不明である｡施設数も限られて

おり,先述のように付表 8において設置自治体ご

とに年齢二区分別人数が表示されているので,付

表 1の施設数と照合してこれをみてゆくと,施設

ごとの実態がかなりのていど読みとれる｡

以上,県下における各種施設の在籍児童の現況

をみてきたが,とくに特徴的な点の1つをあげれ

ば,中心的な就学前施設の保育所における3歳未

満児の僅少,対人口比在籍率の低さである｡

この点,57年10月現在で全国平均との比較を試

みた く表22)(表23)をみると一目瞭然である｡ま

ず在籍児の各歳別構成比をみた く表22)では,長

野県の方が0歳 ･1歳児で約 4分の1,2歳児で

約3分の1という数字がみられる｡一方の4歳以

上児の在籍率が一段と高 くなっており,これは年

度始期の4月時点における4･5歳児中心 (優先

的)の入所状況の反映でもあろう｡(表23)は荏籍

児の各歳別対人口比率を算出してあり,3歳未満

の各年齢区分において長野県の在籍率が一段と低

い点がみてとれよう｡一方の3歳以上の各区分で

は大きく上まわっており,とくに4歳以上では全

国平均の倍以上であり,先述の幼稚園就固状況の

特徴 (5歳児就園率は全国最低)と表裏一体とな

る数字である｡

保育時間 (開所 ･閉所時刻,延べ開所時間)

まず,保育所の開所 ･閉所時刻,保育 (のべ開

所)時間について厚生省が57年10月実施の ｢社会

福祉施設調査｣のなかで特別調査項目としてとり

あげているので,その結果を中心に長野県下の実

態 ･特徴を全国比較を加えてみてゆこう｡

｢開所時刻｣については く表24)に県下の実態を

市 ･郡部別,公 ･私別に掲示してある｡

みられるように,県下の保育所全体では8時以

降の開所が84.7%にのぼり,それ以前の早朝開所

となるものは15.4%,これを全国平均と比べると,

前者が42.9%,後者が57.1%で,県下の保育所の

遅い開所という特徴がみとめられる｡

市･郡部別にみると,市部の最多区分が｢8.00-｣

の49.4%であるのに対 し郡部は ｢8.30-｣の51.7

%で,市部の方がより早い開所 となっている｡公･

私別には,私営保育所の方が市･郡部とも一段と早

い開所の時間帯に集まっている｡およそ,市部の

私営が最も早朝開所の傾向をみせ,一方の最も遅

い開所傾向をみせるのは郡部の公営である｡

｢閉所時刻｣について (表25)でみてゆくと,県

下の保育所全体では5時以降の閉所が54.1%,そ

れ以前が45.9%と約半数づつに分れている｡これ

の全国平均と比べてみると,前者が81.5%,後者

が18.5%という数字がみられ,県下におけるひと

きわ早い閉所という特徴が明瞭にみてとれよう｡

市 ･郡部別にみてゆくと,郡部の保育所におい

てより早目の閉所となっている｡公 ･私別には,

やはり公営保育所の方が市 ･郡部ともに一段と早

く表24〉 保育所のT開所時刻別施設数･構成比

57年10月1日現在 (各市町村記入の厚生省 ｢社会福祉施設調査｣の回答票(写)より集計･作成)

施設総数 7:00-- 7:30- ･ 8:00- 8:30- 9:00-

実数 ｣比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
県 計 677カ所 100% 4カ所 0.6% 100カ所 14.8 301カ所44.5% 268カ所39.6% 4カ所 0.6%

市那 市 計 387 100 4 1.0 74 19.1 191 49.4 118 30.5
公 営 294 100 30 10.2 154 52.4 110 37.4

私 営 93 100 4 4.3 44 47.3 37 39.8 8 8.6

那部 郡 計 290 100 26 9.0 110 37.9 150 51.7 4 1.4
公 営 276ー 100 23 8.3 101 36.6 148 53.6 4 1.4
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く表25〉 保育所の開所時利別施設数 ･構成比 ･

57年10月 1日現在 (表24の資料出所J:り集計 ･作成 )

施 設 総 数 15:00一一15:29 15:30一.-15:59 16:00- 16:29

実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率

県 計 677カ所 100% 7カ所 1.0% 54カ所 8.0% 163カ所 24.1%

市部 市 計 387 100 28 7.2 89 23.0
公 営 294 100 28 9.5 81 27.6

私 営 93 100 8 8.6

那~ 部 郡 計 290 100 7 2.4 26 9.0 74 25.5
公 営 276 100 7. 2.5 26 9.4 72 26.1

私 営 14 100 2 14.3

16:30一一16:59 17:00- 17:25 17:30.､一18:29 18:30一一

実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率

県. 計 86カ所 12.7% 155カ所 22.9% 190カ所 28.0% 22カ所 3.2%

市部 市 計 40 10.3 60 15.5 148 38.2 22 5.7
公 営 35 11.9 ■54 18.4 94 32.0 2 0.7

私 営 5 5.4 6 6.5 54 58.1 20 21.5

那部 郡 計 46 15.9 95 32.8 42 14.5
公 営 45 16.3 93 33.7 33 12.0

く表26〉 保育所の長時間 (延長)保育実施状況 (施設数 ･実施率)

57年10月現在 (｢保育行財政に関する実態調査｣の回答および関係資料から集計 ･作成)

保 育 所 総 数 長 時 間 保 育実 施 保 育 所 時 間 帯 別 実 施 状 況戟 平 日 夕 方 土 曜 午 後

施設数 l実施率 施設数 I実施率 施設数 t実施率 施設数 I実施率

県 計 677 カ所 100% 264カ所 39.0% 189カ所 27.9% 225カ所 33.2% 195カ所 28.8%

計 公 営 570 100 173 30.4 113 19.8 140 24.6 116 20.4
私 営 107 100 91 85.0 76 71.0 85 79.4 79 73.8

市 計 387 100 217 56.1 160 41.3 181 46.8 173 44.7

部 公 営 294 100 137 46.6 89 30.3 107 36.4 101 34.4
私 営 93 100 80 86.0 71 76.3 74 79.6 72 77.4

那 計 290 100 47 16.2 29 10.0 44 15.2 22 7.6

部 公 営 276 100 36 13.0 24 8.7 33 12.0 15 5.4

く表27〉 保育所の保育 (延べ開所)時間別,施設数比率構成- 全国 ･長野県比較 :

57年10月 1日現在 (表23の資料出所J:り算出 ･作成 )

計 一一7:00 7:00 8:00 9:00 10:00 ll:00 12:00-
-8:00 -9:00 -10:00 -ll:00 -12:00

総数 全 国 100% 0.2% 3.7% 17.6% 28.5% 44.3% .. 4.7% 0.9.%
長 野 県 100 1.0 21.9 33.8 23.3 16.8 2.8 0.3

公営 全 国 100 0.3 5.7 23.9 31.4 34.1 3.6 0.9
長 野県 100 1.2 24.7 37.8 24.6 10.9 0.5 0.2

私営 全 国 100 0.1 0.7 8.2 24.2 59.4 6.5 1.0
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い閉所となっている｡全体を通して,市部の私営

保育所で最も遅い閉所傾向をみせており,5時以

降の閉所が全体の86.5%にのぼる｡これは市部 ･

私営の大多数の保育所が夕方の時間帯における保

育時間の延長,長時間保育の実施を裏づける数字

であろうと思われる｡

では,この点を (表26)で確めておこう｡この

蓑は同時期に実施の本調査 (各市町村記入の回答

票および関係資料等)の結果から集計 ･表示した

ものである｡

みられるように,県下における長時間保育の実

施状況は,郡 ･市部別,公 ･私別に格差があり,

市部および私営保育所における一段と高い実施,

とくに市部の私営において高い数字 (86.0%)が

みられるのである｡その時間帯別をみても,市部,

私営保育所では ｢朝｣｢夕方｣｢土曜午後｣の各時

間帯において70%台の実施率で,その他を引き離

しており,公営, とくに郡部の公営の実施率と比

べると対照的に高い数字がみられるのである｡

以上でみてきた開所および閉所時刻の実態,特

徴からしてその保育時間 (延べ開所時間)の現状

に移ると,〈表27〉では公･私別に全国平均値とと

もに掲示してある｡

保育所の保育時間にかんして厚生省では原則8

時間としているのであるが(23),表からみられるよ

うに全国的に8時間内のものは3.9%と僅少,8時

間以上が大多数の96.1%,10時間以上が49.9%と

いう数字もみられ,全国的に保育時間の延長,長

時間保育の普及実態がみてとれるのである｡

それでは県下ではどうか｡表 より8時間内が

22.9%,一方の8時間以上が77.0%,10時間以上

が19.9%であり,全国平均と比べてみると抜群の

短時間という特徴がみとめられるのである｡さら

に公 ･私別には,公営保育所においてこの短時間

特徴がより明瞭に出ている｡私営では県下の長時

間保育を中心的に引き受けていたのであるが,全

国平均と比べてみるとき,より短時間の傾向がみ

とめられる｡なお,県下においてこのような特徴

を示す背景 ･理由のうちには,山間部へき地,寒

冷地が多いという立地上,通園上の問題があり,

年間を2-3期に分けて保育時間 (所定内)を設

定,10月以降を冬季の短時間期 (約30-60分の短

柿)とする保育所が多数にのぼる点を付記してお

きたい(24)0

｢幼稚園｣の保育時間については残念ながら多数

派の私立における57年度時点のデータが見当らな

いので,56年度の数値で示した く表28)により特

徴的な点を確めておこう(25)｡

まず,夏期 ･冬期別に集計してあるので比べて

みると,やはり夏期の方が全体に30-60分ほど長

時間帯-移動している実態がみてとれる｡公 ･私

立別には,大多数の私立が夏期には6時間を中心

に集中しているのに対し,冬季にはやや短縮して

5時30分に中心が移る｡これはまた多数を占める

市部 ･私立の動向とも合致するが,郡部 ･私立の

方はやや異なり,表でみる限り,夏はより長時間

帯-,冬はより短時間帯へ集まる傾向がみられな

くもない｡

公立は,少数ではあるが複雑な様相をみせてい

る｡つまり,より多くは私立に比べて夏冬とも,

より短時間帯に属するのであるが,その一方で明

らかにより長時間帯,保育所なみの保育時間を採

る一群 (4カ所)がある｡それらの園の設立事情,

運営状況をみると,保育所不足時代に代替的に設

置され,管内の公立保育所と同じ内容で運営され

ているのである｡

つぎに幼稚園の年間保育日数 (表29)および夏

休み日数 〈表30)をみてゆこう｡まず,｢年間保育

日数｣では,〈蓑29)より,私立が ｢241-250日｣

の区分を中心に集中しているのに対し,公立の方

は ｢231-240日｣の区分に最多であるが,およそ

幅広 くバラついている｡そのうちの最長二区分に

属する4カ所は先述の保育所代替型の公立幼稚園

で,その内訳は275,278(2カ所),283日である｡

またこの4園の夏休み日数をみると,〈表30〉の最

短二区分に属しており,内訳は4,5,6日 (2

カ所)である｡この4園につづき短かい夏休みと

なる公立幼稚園は,小学校入学直前の5歳児のみ

就園の3カ所,｢16-20日｣(日曜を除 く)であり,

小学校の夏休み期間 (約3週間)と比べてみると

近似の日数がみられる｡これらを除いた公立 ･私

立の大多数の園は ｢21-25日｣の区分に集中して

おり,およそ1カ月の夏休み期間を設けているこ

とは広 く知られているところである｡

したがって,例外的な公立 4園はまさに保育所

一般の長い保育日数,少ない休日を体現しており,
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く表28〉 幼稚園の 1日の保育時間別施設数 ･構成比 (夏 ･冬期別)

(56年度) (各国記入の ｢幼推園経営概況｣56年度 (写)より集計･作成)

施設 総 数 3:00-4:00 4:30-4:59 5:00-5:29 5:30-5:59

実 数 l比 率 実 数 ー比 率 実 数 ー 比 率 実 数 ー比 率 実 数 l 比 率

夏期 総 数 121カ所 100% 2如 甘 1.7'/o 4カ所 3.3% 12カ所 9.9% 17や所 14.0%

公 市 6 100 3 50.0 2 33.3

立 雷6 9 100 3 33.3

私 市 90 100 2 2.2 3 3.3 6 6.7 13 14.4

立 那 16 100 1 6.3 2 12.5

冬.期 総 数 121 100 3 2.5 10 8.3 13 10.7 27 22.3

公 請 6 100 2 33.3 3 50.0 -
立 那 9 100 2 22.2 2 22ー2
私 市 90 100 3 3.3 5 5.6 6 6.7 24 26.7

立 那 16 100 1 6.3 2 12.5 3 18.8

6:00-6:29 6:30-6:59 7:00-7:30 N.A

実~数 一一比 率 実 数 'l比 率 実 数 l 比 率 実 数 l比 率

夏期 総 数 31 25.6 10 .8.3 7 5.8 39 32.2

公 市 1 16.7

立 那 3 33.3 3 33.3

私 市 26 28.9 7 7.8 2 2.2 32 35.6

立 那 2 12.5 3 18.8 1 6.3 7 43.8

冬 総 数 20 16.5 8 6.6 1 0.8 39 32.2忠 請 1 16.7

期 立 那 2 22.2 2 22.2 1 11.1私 市 16 17.8 4 4.4 32 35.6

く表29〉 幼稚園の公 ･私別年間保育日数別施設数 ･構成比

(蓑28の資料出所の各年度より集計･作成)各年度より集計･作成)

幼稚園 221- 231- 241- 251- 261- 271一一 281- N .A
総 数 230日 240日 250日 260日 270日 280日 290日

公 立 15カ所 2 6 1 1 3 1 1

(57年度) 100% 13.3 40.0 6.7 6.7 20.0 6.7 6.7

私 立 106カ所 1 14 35 8 2 36

幼稚園一般 とは対照的である｡ここでは保育所に 設 としての認可保育所の開所 ･休所 日は,利用家

かんする保育 日数および休 日の実数表示をしてい 庭の就労 ･休暇状況に対応してお り,幼稚園のよ

ないが,それはつぎのような事情による｡ うな長期間の休 日を任意設定することは,本来的

およそ,保育に欠ける子 (家庭)の入所措置施 にあ りえないのである｡夏休みにしても利用家庭
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の大部分が休む旧盆の数日間を一斉的に休むてい

どであり,この間たとえ少人数でも通園児があれ

は保育をおこなうのが本来的な姿なのである｡し

たがって保育所の年間保育目数は,幼経国のような

施設間格差が生ずる余地はなく,ほぼ一定であり,

通例280-300日とみられている｡

｢公設無認可施設｣の年間開設日数については本

調査における各市町村の回答より (表31)に示し

た｡全体的にみると,280日前後に集中しており,

とくに認可保育所の代替 ･補完施設としての ｢-

き地保育所｣が多数日の開設となっている｡

｢季節保育所｣は本来的に短期間開設の施設であ

るが,県下 2カ所の内訳は146日,234日である｡

いずれも北信の山間部に設置されているが,前者

の冬季閉所を除けば,ほとんど通年開設されてい

る｡国の設置 (補助)要綱の1季20日間 (年間40

日間)からみると,県下の実態はあまりにもかけ

離れているといえよう｡

｢民間無認可施設｣については,56年度県調査の

結果よりく蓑32〉に示した(26)｡まず ｢年間開設日

数｣をみると,全体に一段 と長期間開設されてお

り,280-300日の保育所なみ区分に6割が入 り,

それ以上の区分に2割であるo施設の種煩別にみ

てゆくと,企業内保育所を除 く各種施設では280日

以上が大多数をしめてお り,とくにベビーホテル

の4カ所,病院内保育所の 3カ所などでは301日以

上,つまり年中無休の様相を呈している｡

ところで,この種の施設に特有の夜間保育はど

く表30〉 幼稚園の公私別,夏休み日数別施設数 ･構成比

(表29の資料出所より集計･作成)

幼 稚 囲総 数 1-5日 6一一10日11一一15日16-20El21-25日26-30Ej31-35日N .A

公 立 15カ所 2 2 4 7

(57年度) loo劣 13.3 133. 26.7 46.7

私 立 106カ所 3 9 45 11 2 36

く表31〉 公設無認可施設の種別,年間開設日数別施設数･構成比

57年10月 (表16-②の資料出所より集計･作成)

施 設 146一一 161- 240- 260一一 270- 280-
総 数 160日 239日 259日 269日 279日 290日

合 計 58カ所 2 3 6 11 17 19
100% 3.4 5.2 10,3 19.0 29.3 32.7

-き地保育所 41カ所 1 2 7 15 16
loo 劣 2.4 4.9 17.1 36.6 _39.0

季節保育所 2カ所 l l
loo 劣 50.0 50.0

児童館保育 15カ所 2 4 4 2 3
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く表32〉 民間無認可施設の種別,年間開設日数 ･t日の開設時間帯別施設数

56年5月実施 県社会部 ｢認可外保育施設調査結果｣より｢児童館｣を除外･作成)

施 設総 数 年 間 開 設 日 数 別 1日の開設時間帯別
24荒 t24229～R L 2;冒9～B l2…3.～J 301BJBI L不 明 (Sq～fT,I(Tg*～芸,L孟諾,

合 計 97カ所 14 7 9 57 10 10 82 10 5
loo 劣 4.1 7.2 9.3 58.8 10.3 10.3 84.5 10.3 5.1

共同保育 所 37カ所 2 3 3 24 2 3 33 4
loo 劣 5.4 8.1 8.1 64.9 5.4 8.1 89.2 10.8

企業内保育所 20カ所 2 4 5 6 1 2 17 3
100% 10.0 20.0 25.0 30.0 ~5.0 10.0 85.0 15.0

100% 78.6 21.4 85.7 14.3

ベビーホテル 6カ所 4 2 4 2
100% 66.7 33.3 66.7 33.3

家庭保育 室 20カ所 1 16 3 20

のていどお こなわれているのか｡表中の ｢1日の

開設時間帯｣をみてゆ くと,朝から夕方 7時まで

の昼間保育型が全体の84.5%と大部分をしめてい

る｡その他の15カ所が夜間保育をおこなってお り,

うち10カ所が朝から夜までの昼夜連続開設の施設

であ り,5カ所が夕方から夜間にかけて開設の夜

間専門の施設 といえる(27).種類別には,ベビーホ

テルの全 6カ所,共同保育所の 4カ所,企業内の

3カ所は夜間専門であ り,キャJ:レー等に設置 さ

れているようである｡

このように民間無認可の各施設のなかには,保

育時間帯 ･開設 日数等で無制限的な方向で対応 し

ているものが相当数あ り,認可保育所等における

昼間 ･平 日保育 (利用)の枠組をつき崩 している

実態がみて とれるのである｡

なお,公設 ･民間無認可施設の 1日の保育時間

にかんするデータは無いのであるが,公設無認可

の各施設が認可保育所を代替,郡部に多数設置 さ

れている点から,およそ郡部の公営保育所に準ず

るものと思われる｡また民間無認可の各種施設で

は,その設置,利用の特徴からして,昼間保育型

の各施設における保育時間は,市部の私営保育所

に近似の長時間にわたると推測される｡

注)

¢3) 児童福祉施設最低基準54条 (保育時間)に規定

されている｡

伽) 手許の資料(組合調査資料,56年度,市部のみ)

により県下17市の公営保育所における所定の隆国

時刻 (平日)の夏期 ･冬期別状況をみると,冬期

において夏期時刻を30分短縮するものが17市中の

11市,60分短縮が2市,夏 ･冬同じのもの4市で

ある｡なお冬期へ変更の始期を10月とするもの9

市,11月以降が3市,9月とするもの1市(飯山)

である｡また17市の夏期時刻の分布は3時30分(1

市)から4時30分 (3市)の問であるのに対し,

冬期のそれは3時 (2市)から4時 (6市)まで

の間であり,全体的に30-60分の短縮がみられる｡

CzO 公立幼稚園の57年度データを前年 (表示)と比

較してみると,町部の1園で登園時刻を30分早め

ているが,その他ではほとんど変更なし｡

Cz6)57年度実施の県調査の ｢報告書｣には保育時間

にかんする調査の結果は公表されていない｡

¢7)57年 8-9月実施の県調査の結果では夜間 (19
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時以降)保育をおこなう施設は計11カ所 (ベビー

ホテル 6,病院内1,企業内2,共同保育所2カ

所),利用児童は合計76人を数えているo

おわりに

さて,本稿を終るにあたり,長野県下における

保育施設の普及状況の総括的な特徴 ･問題点につ

いて,以上の各項目で把握しえた範囲内で要約し

ておきたい｡

まず,全国的に トップクラスの保育所普及の状

況からしても,県下の就学前乳幼児の保育(教育)

を中心的に担っているのは,認可保育所であり,

一方の幼稚園は県下においてはとくに設置困難,

普及上の限界が明瞭にみとめられた｡

保育所の公 ･私別では,公営保育所が圧倒的多

数であり,県下のほとんどの市町村に設置されて

いることは,保育の公的責任が問われている今日,

望ましい事態である｡何故なら,市町村に課せら

れている法定の入所措置･要保育児の状況 (家庭･

地域の保育要望)に応じた保育所運営が,直営の

施設をもつ点でより容易におこなうことができる

からである｡

しかし,県下の公営保育所の設置 ･運営状況の

特徴をみると,公営保育所はとくに幼稚園未設置

の市町村,郡部において多数設置･普及しており,

運営面では,私営保育所と比べてみても4･5歳

児中心,3歳未満児の僅少,一段と短かい保育時

間など,未満児保育,長時間保育等には消極的で

あった｡要するに,県下の公営保育所では幼稚園

代替的な様相がみとめられ,児童福祉施設として

の性格 ･棟能の限界を意味 してお り,公的責任の

面からも問題を含んでいるように思われる｡

県下では,こうした公営保育所の特徴からして,

とりわけ運営上の限界に対して私営保育所および

民間無認可施設がこれを補完しており,また公設

の無認可施設が設置上の限界を補完,代替的役割

を果たしている｡したがって,このように公営保

育所の限界を補 う形で登場の公 ･私の各種無認可

施設の存在自体が県下における保育 (施設)問題

の所在を端的に表現しており,保育行政の課題は

こうした問題の所在 ･状態にそくして具体的に提

示される必要があろう｡

ところで,本稿の冒頭で述べておいたような今

日的な問題状態にたいする課題の考察にさいし

ては,今回とりあげた項目の範囲内では果たせず,

これらの他に職員配置(人件草),保育料負担,自

治体の保育関係経費等がとりあげられ,総合的に

分析 ･考察が加えられねばならないだろう｡この

点,本調査の総括的なF報告書』(28)においては,それ

らの項 目を加えて総合的な分析をおこない,行政

課題を提示してあるので,こちらを参照していた

だきたい｡

また,今回とりあげた各項目では,57年時点中

心のデータを静態的に扱い,その年次推移,動態

分析にかんしては割愛せざるをえなかったのであ

るが,『報告割 の方では,58年現在にいたる最近

の動向をとりあげ,動態分析をおこなっているの

で,参照されたい｡

ともあれ,本稿は県下の各種保育施設の普及状

況を中心とした概況報告であり,上述の各項 目の

状況 ･特徴を把握するための基礎的な作業を試み

たのであるが,今後,長野県下の保育 (施設)問

題を分析 ･考察するにあたり,基礎資料作成上の

必要項 目,統計データの集収 ･整理 ･表示,分析

方法等を考えるうえで "たたき台"の役割を果た

せるのであれは幸いである｡

注)

但8)本調査の結果にもとづく報告書は長野県地方自

治研究セソクーから F長野県の保育行財政白書j

として59年12月刊行予定｡その内容は,

① 長野県の保育をめく･る背景と課題

② 保育施設の現況と動向

③ 保育行財政の仕組みと県下の特徴

⑥ 保育行財政の現状と問題点

定員割れと定員削減 (再編成)

施設設置,変更,統廃合

3歳未満児の保育

保育時間,延長保育

職員の問題

財政-経費分析,超過負担

保育料問題

⑤ 保育行財政をめく･る課題

(釘 まとめと提言

附,資料編 県下122市町村の調査データ
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付表1 保育施設の種類別 ･公私別施設数-57年度

(》 く本表作成の資料 ･出所ま本表の末尾に掲載〉
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付表 1 保育施設の種類別 ･公私別施設数- 57年度

③ く本表作成の資料 ･出励 ま本表の末尾に掲載〉
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付表1 保育施設の種類別 ･公私別施設数-57年度

③ く本表作成の資料 ･出所ま木表の末尾に掲載〉

(注)保育所の r施設数｣は各市町村記入の ｢保育行財政に関する実態謁査｣の回答票 (県社会部 r社会福祉施設名簿j 57年版によ

り一部補正)から集計 ･作成

幼稚園の ｢公立｣は県教委r教育要覧J(57年版).｢私立｣は県総務部r長野県私立学校詞書 J(57年版)から集計 ･作成

公設無認可の各種施設数は各市町村記入の ｢保育行財政に関する実態調査｣の回答票 (県庁青少年家庭課調べ数により一部補正)

から集計 ･作成

民間耕a.NE.可C)谷板施設如 工県社会甜 ｢無誠可扶育施設詞査紙 ｣ (57年t;-9月実施ノから集計 ･作蚊
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保育施設 (票 欝 )の種類別定員数 ･対人口比普及率157年度

く幼稚園 r公立｣ (注記参照)を除く各塩施設の資料 ･出所は前払 付表 1と同じ ･X印-不明 空欄-奔出不能〉
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保育施設 (票 欝 )の種類別定見数 ･対人口比普及率- 57年度
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付表2 保育施設唱詑 Jft)の種類別定見数 ･対人口比普及率15時 度
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付表3 保育所の定員数規模別施設数- 57年 ▲月 1日現在

(か く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表 (57年4月分)より集計 ･作成〉
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付表3 保育所の定見数規模別施設数- 57年▲月1日現在

② く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表 (57年4月分)より集計 ･作成〉
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付表3 保育所の定員数規模別施設数- 57年▲月1日現在

(動 く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表 (57年4月分)より集計 ･作成)
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付表▲ 保育施設の捷頬別 (公私別) 在籍児数157年度

① く保育所 (注記参照)を除く各塩施設の資料 ･出所ま付表 1と同じ ･X印-不明)

公 設 無 認 可 施 設幼 推 園保 育 所
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付表▲ 保育施設の種類別 (公私別)在措児数- 517年度

(多 く保育所 (注記参照)を除く各種施設の資料 ･出所は付表1と同じ ･X印-不明〉
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付表 ▲ 保育施設の種類別 (公私別)在播児数- 57年度

③ く保育所 (注記参照)を除く各色施設の資料 ･出所は付表 1と同じ ･X印-不明〉

(江) r保育所｣欄計上掛ま各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78表 (57年 4月分)より,57年4月初日在籍の｢措定児数｣および

r私的梨約児政｣a)合計

｢民間無認可施設｣は市町村B収か人数が不明 (･X印)につき r県計｣のみ計上

- 90一二



付表5 保育施設 (認 許 の種類別在籍児の軸 二区分別人数 ･対人口比甜 寧 - 5咋 度

① く在籍児数の資料 ･出所ま付表4と同じ 当該人口の資料 ･出所 ま付表2と同じ〉
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付表8 保開 設 (認 許 の鶴 別荘揺児の雄 二区分別人致 ･対人口比在籍率 - 5咋 度

② く在籍児数の資料 ･出所は付表4と同じ 当該人口の資料 ･出所ま付表2と同じ〉
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付表5 保育施設 (票 欝 )の種類別在籍児の碓 二区分別人数 ･対人口比在籍率 - 5時 度

③ く在籍児数の資料 ･出所は付表4と同じ 当該人口の資料 ･出御ま付表2と同じ)
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(荏) r保育所｣の年齢二区分別計上勤ま措置児童数 (私的契約児計 79人については年齢別不詳). なお ｢合計 .在籍児総

数｣fMの*餌ま私的契約児を含む数値 (付表4), したがって二区分別の合計数とは｢-一致しない

民間無認可施設の在籍児総数1,287人 年齢二区分別人勤ま0-2歳児 851人 (1.1飾) ･3歳以上児436人 (0.5蕗)で

あるが,その市町村別人勤ま不明につき表示を省略
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付表6 保育所措置児の年齢各歳別人所持定率 (対人口比)-57年▲月1日現在

Q)

- 94-



付表 6 保育所措置児の年齢各歳別人所措置率 (対人口比)157年 4月 1日現在
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付表6 保育所措置児の年齢各歳別人所持定率 (対人口比)- 57年▲月1日現在
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(症)各歳別措置児宜敷く各市町村記入の｢厚生省報告例｣78-別表57年4月分),
各歳別人ロの資料(出所は付表2と同じ)から

算出･作成
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付表7 幼稚園在籍児の年齢各歳別就園率 (対人口比)- 57年 5月1日現在

幼 稚 園 (総 数 ) 幼 稚 園 ( 公 立 ) 幼 稚 園 (私 立 )

各 歳 別 就 園 率 各 歳 別 就 園 率 各 歳 別 就 園 率

県 計

市 部 計

郡 部 計

長 野 市

松 本 市
上 EB 市

岡 谷 市

飯 田 市

諏 訪 市
須 坂 市
小 諸 市

伊 那 市
与句ケ板 市

中 野 市

大 町 市
飯 山 市

茅 野 市
塩 尻 市

更 埴 市

佐 久 市

Clヒ佐 久君D
軽井沢町

望 月 町
御代田町

(,J､県 君の

丸 子 町
東 部 町

真 田 町

(諏 訪 郡)

下諏訪町

(上伊部首D

辰 野 町

(下伊那君6)
町

上 郷 町

(木 曽 郡)

木曽福島町
山 口 町

(東筑摩君田
明 科 町

(南安曇君B)

豊 科 町
穂 高 町

(北安曇君田
池 田 町

(噴 科 郡)

坂 城 町

戸 倉 町

(上高井君6)

小布施町

% % %
19.7 12.9 22.7
26.2 17.2 30.8
7.9 5.1 7,9

% % %
23.2 1.8 0.5
30.1 1.3 0.3
20.5 2.5 0.9

% %
2.0 2.8
1.9 1.8
2.1 4.5

% %
17.9 12.5
24.8 16.9
5.4 4.2

% %
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29.5 27.8 28.8 32.2
18.6 13.4 21.4 20.9
36.6 30.6 32.7 47.1

30.1 20.3 33.4 36.4 18.4 10.7 19.9 24.2
ll.8 10.2 14.2 10.8
25.1 17.8 27.9 28.8
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3

ll.8 9.6
ll.8 10.2
25.1 17.8

3
4
0
7
5

5
5
6
9
3

4
2
2
1
1

8
5
8
0
5

1
0
1
6
0

0
3
4
5
7

1
4
5
1

9
3
5
6
2

7
2
4
9
7

4
5
1

4
3
2
0
7.

2
4

2
9
1

2
8
8

6
5
5
7
8

7
4

'】
0
7

2
0
8

1
3

1

3

3
2
4

1
1
2

7
6
2
0
9

2
0

8
4
7

5
2
9

8
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2
7
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7
3

8
1
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3
4
7

1
3
2

1

3

2
2
3

1
1
2

6.3 4.9 6.0 7.9 6.3 4.4 6.0 7.9

12.4 12.5 12.2 12.5 - - 12.4 12.5 12.2 12.5

17.4 10.8 18.9 21.3 17.4 10.8 18.9 21.3
18.0 15.9 18.8 19.3 - - 18.0 15.9 18.8 19.3

24.3 89.4 36.0 28.9 7.7 5.4 25.2 20.3 16.6 4.0 10.8 8.6
96.2 87.0 109.1 96.2 96.2 87.0 109.1 96.2

34.8 - 100.7 34.8 - 100.7

5.9 2.7 7.8 6.7 5.9 2.7 7.8 6.7
10.3 - 30.4 10.3 - 30.4

17.1 10.3 19.5 20.9 - - 17.1 10.3 19.5 20.9

14.9 13.3 14.5 16.8 - - 14.9 13.3 14.5 16.8

4年･7 32･0 49･1 51･3 - 44･7 32･0 4911 51･3

22.0 - 31.3 34.8 22.0 - 31.3 34.8

(江)在籍児童数の質料 (出所は付表1と同じ).各歳別人口の資料 (出所は付表2と同じ)から算出 ･作成
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付表 8 公設無認可施設の種類別在簿状況 (年齢二区分別人数 ･在籍率)-87年10月現在

く各市町村記入の ｢保育行財政に関する実態調査Jの回答 (謁査票)から集計 ･作成 )

合 計 -き地保育所 季 節 扶 育 所 児 童 館 操 育

総数 (在籍率) 捻数 (在籍率) 総数 (在籍率)
県 計

市 部 計

郡 部 計

長 野 市

飯 田 市

伊 那 市

書句ケ板市

飯 山 市

塩 尻 市

(上伊那部)

高 遠 町

辰 野 町

飯 島 町

(下伊那郡)

松 川 町

阿 南 町

清内路村

阿 智 村

浪 合 村

平 谷 村

天 竜 村

木 村

南信漁村

(木 曽 郡)

木曽福島町

櫓 川 村

(北天曇郡)

他 田 町

八 坂 村

美 麻 村

中 谷 村

(上水内部)

信州新町

豊 野 町

信 濃 町

牟 礼 村

戸 隠 村

中 川 村

中 条 村

(下水内郡)

栄 村

人 % 人 人 人 % 人 人 人 % 人 人 人 %
1521(0.9) 31 1490 951(0.6) 17 931 16 (0.0) 5 1 551(0.3)
492(0.4) 26 .466 201(0.2) 13 188 16 (0.0) 5 1 275(0.3)

1029(1.7) 5 1024 750(1.3) 4 746 - - - 279(0.5)
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(症)在籍率は 0-5歳人口 (57年4月1日現在)-100として算出
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